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１．はじめに
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○当社は、玄海原子力発電所３，４号機について、更なる安全性及び信頼性向上の観
点から、現在設置している２系統の直流電源設備に加え、新規制基準において要求さ
れている、もう１系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（３系統目）
（以下「蓄電池（３系統目）」という。）を設置する計画としています。

○本件については、2019年３月28日、原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可申請を
行い、同年12月25日に同委員会より許可をいただきました。

○本日は、許可をいただきました蓄電池（３系統目）の設置について説明させていた
だきます。



２．所内常設直流電源設備（３系統目）の設置
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直流電源設備の系統概要図

蓄電池（３系統目）の仕様

型 式 鉛蓄電池

組 数 １

容 量 約3,000Ah

電 圧 138V

：直流電源設備（３系統目）

重大事故等対処用
直流コントロールセンタ

充電器盤

6.6ｋV母線

440V母線

コントロールセンタ（440V母線）

DG

直流コントロール
センタ※

負荷（監視計器等）

蓄電池
（安全防護系用）
容量：1,600Ah

充電器盤

蓄電池
（重大事故等対処用）
容量：2,400Ah×2組

充電器盤
蓄電池

（３系統目）
容量：約3,000Ah

DGGe
直流電源用発電機
【可搬型】

可搬型直流変換器

：直流電源設備（２系統目）

：直流電源設備（１系統目）

〔３系統目〕 〔２系統目〕〔１系統目〕

※：直流コントロールセンタは、各号機毎に２系統（Ａ系
及びＢ系）あり、蓄電池（３系統目）は、２系統ある
直流コントロールセンタのいずれに対しても給電可能。

○現在、１系統目の直流電源設備として、常設設備である蓄電池（安全防護系用）及び蓄電池
（重大事故等対処用）を設置するとともに、２系統目の直流電源設備として、可搬設備で
ある直流電源用発電機や可搬型直流変換器を配備しています。

○これに加え、新規制基準において要求されている、もう１系統の特に高い信頼性を有する
蓄電池（３系統目）を、玄海３，４号機それぞれに設置します。

○工事実施時期：2020年度～2022年度目途



３．直流電源設備の使用順位
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○玄海３，４号機は、交流電源として４系統の外部電源に加え２系統の非常用ディーゼ
ル発電機を有しており、これらが使用できない場合に備え、重大事故等対処設備であ
る大容量空冷式発電機を配備しています。

○これら全ての交流電源が使用できない場合でも、１系統目である蓄電池（安全防護系用）
及び蓄電池（重大事故等対処用）により監視計器等へ２４時間以上の給電が可能ですが、
これらも使用できない場合には、蓄電池（３系統目）により給電を行います。

○なお、２系統目の直流電源用発電機及び可搬型直流変換器による給電準備が完了次第、
同設備からの給電に切り替えることで、更に長期に渡る給電が可能となります。

全ての交流電源が喪失
▽

[３系統目] により24時間以上給電

蓄電池(安全防護系用)

[１系統目]により24時間以上給電１
系
統
目

▽[２系統目]による給電開始

蓄電池(重大事故等対処用)

直流電源用発電機及び可搬型直流変換器

蓄電池（３系統目）

[１系統目]が故障
▽

２
系
統
目

３
系
統
目



４．特に高い信頼性を有する設備（１／２）
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○蓄電池（３系統目）は、新規制基準において、基準地震動に耐えうることなど、重大事
故等対処設備としての設計に加え、特に高い信頼性を確保することが求められており、
以下の設計としています。

【耐震設計】
・一定の地震力により、一時的に蓄電池（３系統目）の構成部材に歪みが生じたとして
も、その地震力が収まれば、歪みが解消される設計としています。(弾性変形)

これにより、繰り返し地震が発生した場合でも、蓄電池（３系統目）は機能を維持す
ることが可能となります。

地震力による歪み

<塑性変形のイメージ>

歪みが残る

構成部材

基準地震動
＜塑性変形を一部許容＞

一定の地震力
（基準地震動の約0.6倍）

＜弾性変形＞

重大事故等対処設備 ○ －

蓄電池（３系統目） ○ ○

地震力による歪み

<弾性変形のイメージ>

歪みが解消

構成部材



４．特に高い信頼性を有する設備（２／２）
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【その他の考慮事項】
・蓄電池（３系統目）は、１系統目である蓄電池（安全防護系用）及び蓄電池（重大事
故等対処用）並びに２系統目である直流電源用発電機等と、火災等の共通要因により
同時に故障することがないよう、異なる場所に設置して位置的分散を図るとともに、
電路は独立した系統構成としています。

４号機蓄電池（３系統目）

３号機蓄電池（３系統目）４号機蓄電池（安全防護系用）

３号機蓄電池
（重大事故等対処用）

中央制御室

３号機蓄電池（安全防護系用）

４号機蓄電池
（重大事故等対処用）

直流電源用発電機

可搬型直流
変換器

可搬型直流
変換器

〔直流電源設備配置図〕

３号機４号機



当社は、今後とも、国の審査に真摯かつ丁寧に対応するとと

もに、地域をはじめ皆さまの一層の安心、信頼が得られるよう、

当社の取組みについて、積極的な情報公開と丁寧な説明に努め

てまいります。

５．おわりに
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